
○羽生市家族介護用品支給事業実施要綱 

平成１２年３月２９日 

告示第５号 

改正 平成１３年３月３０日告示第１４号 

平成１７年１１月４日告示第３３号 

平成２７年１２月２８日告示第５４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、在宅のねたきり高齢者、認知症の高齢者（以下「ねたき

り老人等」という。）に対し、家族介護用品を支給することにより、本人及

び同居する親族を援助し、その精神的、経済的負担等の軽減を図り、もって

福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、市内に住所

を有し、市民税非課税世帯に属する者で、在宅で介護を受け、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

（１） おおむね６５歳以上で、介護保険法による要介護認定で要介護度４、

５の状態にあり、紙おむつ等を必要とする者 

（２） その他市長が特に必要と認めた者 

（事業内容） 

第３条 事業の内容は次のとおりとする。 

（１） 家族介護用品とは紙おむつ、尿とりパットとする。 

（２） 家族介護用品の１ケ月当たりの支給は、紙おむつ３０枚、及び尿と

りパット６０枚を限度とする。 

（支給の手続） 

第４条 家族介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書

（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、家

族介護用品の支給の可否を決定し、その結果を、家族介護用品支給決定（却



下）通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（委託） 

第５条 市長は、家族介護用品支給実施委託書（様式第３号）により事業者に

委託するものとする。 

（異動の届出） 

第６条 利用者は、申請した内容に変更があった場合は、家族介護用品支給異

動届（様式第４号）を速やかに市長に提出しなければならない。 

（支給の取消し） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家族介護用品の支給

を取り消すことができる。 

（１） 第２条に規定する要件に該当しないことが判明した場合 

（２） 受給者が家族介護用品の支給を辞退した場合 

（３） 偽り又は不正の手段により支給を受けた場合 

２ 市長は、前項の規定により取消しを決定したときは、家族介護用品支給取

消決定通知書（様式第５号）により対象者へ通知し、家族介護用品支給実施

依頼取消通知書（様式第６号）により事業者に通知するものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月３０日告示第１４号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年１１月４日告示第３３号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日告示第５４号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この告示の施行の際この告示による改正前の様式により使用されている書

類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

 


